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１【提出理由】

　当社並びに当社グループの海外事業統括会社であるWatami International Co.Ltd（以下、「WI」という。）は、平

成31年１月29日開催の臨時取締役会において、WIとBeautiful Oriental Group Limited（以下、「BOG」という。）と

の合弁会社であるWatami China Food & Beverage Company Limited（以下、「WCFB」という。）について、平成31年１

月29日付けでBOGとの合弁契約を解消し、BOGが保有するWCFB株式を全株取得し、WIの完全子会社とすることを決議いた

しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に

基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：Watami China Food & Beverage Company Limited

②　住所　　　　：香港

③　代表者の氏名：代表取締役社長　　李 茂

④　資本金　　　：66,344,904 香港ドル

⑤　事業の内容　：中国本土における飲食店の経営

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　 14,625千香港ドル

異動後：　 32,625千香港ドル

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：　 40％（うち間接所有分 40％）

異動後：　 100％（うち間接所有分 100％）

（注）　「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は

出資比率を、それぞれ記載しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：WIがBOGが保有するWCFB株式を全株取得することにより子会社となり、当該子会社の資本金の額

が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。

②　異動の年月日：平成31年２月18日（予定）

 

以　上
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